
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

参加者募集！互助会入場無料イベントの開催 

 

 互助会では、公益文化事業として、毎年入場無料のイベントを開催しています。 

今年度は次のとおり開催いたしますので、参加希望の方は各自お申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●詳細は、互助会ホームページ又は令和 5年 8月 17日付け所属宛文書を御覧ください。 

【担当】互助厚生係 電話 025-283-7511 

➢ 場所 魚沼市小出郷文化会館 

（申込み入力フォーム） 

 

【申込方法】 申込WEBサイト入力フォーム又はハガキからお申し込みください。 

【申込締切】 令和 5年９月 22日(金) 

出演者：入船亭扇辰／三遊亭白鳥／玉川太福／ 

     四千頭身／サンシャイン池崎／レッツゴーよしまさ 他 

➢ 日時 令和 5年 11月 12日（日）  
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 新潟県教職員互助会 

ホームページはこちら↓ 
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令和４年度公立学校共済組合新潟支部決算の概要              

 
 令和４年度公立学校共済組合新潟支部の決算は、令和５年６月６日に開催された公立学校

共済組合新潟支部運営審議会で承認されました。 

 ここでは、一部抜粋して掲載します。他の経理又は詳細は、公立学校共済組合新潟支部ＨＰ

を御覧ください。 
 

○組合員数の推移                              (人) 

一般組合員 短期組合員 船員組合員 任意継続組合員 組合員数計 被扶養者数
R３ 20,121 0 18 314 20,453 14,439
R４ 18,247 2,474 17 323 21,061 14,330  

○短期経理 

【収入】 （千円）
R３ R４

11,194,307 11,690,705
1,742,798 1,694,385

1,480 2,548
12,938,585 13,387,638

【支出】 （千円）
R３ R４

4,224,298 4,442,097
184,600 177,786

108 232
778,302 834,189

1,325 14,685
54,193 58,695
65,315 72,559
25,773 31,462

5,333,914 5,631,705

災害給付
附加給付

一部負担金払戻金
その他

計

計

医療費
その他保健給付

休業給付

短期掛金･負担金
介護掛金･負担金

その他

直営保健給付

 

医療費 , 

4,442,097

その他保健給付, 

177,786

直営保健給付, 

232
休業給付, 

834,189

災害給付, 

14,685

附加給付, 
58,695

一部負担金払戻金, 
72,559

その他 , 
31,462

R４支出内訳
(単位：千円）

 

 

 

○保健経理 

312,457

301,187

39,045

36,382

103

29

3,800

4,301

0 150,000 300,000

R４

R３

支出（単位：千円）

事業費 人件費 旅費 事務費

 
 事業費の約 90％が健診等事業費になっています。 
 

【担当】企画係 電話 025-283-5100 又は 025-280-5595 

212,885 

219,684 

20,830 

18,215 

40,481 

38,681 

22,942 

13,064 

15,319 

11,543 

0 150,000 300,000

R４

R３

事業費内訳（単位：千円）

特定健康診査費

特定保健指導費

健診事業

健康づくり事業

一般事業

R４年 10月より会計年度任用職員等が共済組合に加入し、臨時的任用職員・会計年度

任用職員等は短期組合員となりました。これにより、組合員数が増加しました。 

 組合員数の増により、医療費等各種給付金が増額となりました。 

 災害給付の増は、８月の村上地域の水害によるものです。 
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357,492 

365,626 

9,389 

9,779 
21,888 

23,476 

13,302 

15,485 

0 100,000 200,000 300,000 400,000

R4

R3

千

会員掛金 貸付利息 団体生保手数料 その他

140,127 

140,191 

146,520 

152,726 
61,884 

65,050 

30,238 

45,982 

0 100,000 200,000 300,000 400,000

R4

R3

千

給付事業 その他事業 管理費 公益目的事業

令和４年度教職員互助会決算の概要 

 教職員互助会の令和４年度決算が６月６日に開催された理事会及び６月 26日に開催さ

れた評議員会で承認されましたので、その概要をお知らせします。 

 詳細については、教職員互助会ホームページを御覧ください。 

 

○会員数の推移 

Ｒ３ 18,683人 

Ｒ４ 18,365人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○アトリウム長岡、高陽荘の状況 

＜利用人員＞      (単位：人)  ＜収支状況＞          (単位：千円) 

 

 

 

 

【担当】互助厚生係 電話 025-283-7511 

～給付事業～ ～その他事業～ ～公益目的事業～ 

家族弔慰金、結婚祝金、療養給付金等 カフェテリアプラン、リフレッシュ助成、施設利用助成等 講演会・コンサート開催、PC ソフト等贈呈 

  アトリウム長岡 高陽荘 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ３ Ｒ４ 

宿泊 3,640 4,364 - - 

会議 17,427 20,928 9,768 10,747 

宴会 492 1,734 517 1,240 

弁当 3,348 2,903 8,239 8,583 

ﾚｽﾄﾗﾝ 9,601 10,426 - - 

計 34,508 40,355 18,524 20,570 

 アトリウム長岡 高陽荘 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ３ Ｒ４ 

収
益 

事業収益 70,106 83,814 27,834 34,353 

雑収益等 8,705 8,874 9,409 5,634 

計(a) 78,811 92,688 37,243 39,987 

費
用 

人件費 53,803 54,211 17,062 17,335 

材料費 10,839 13,438 14,756 15,883 

営業費 33,165 45,178 11,706 14,184 

計(b) 97,807 112,827 43,524 50,072 

減価償却前損益(a-b) ▲18,996 ▲21,717 ▲6,281 ▲10,085 

378,790千円 

414,366千円 

403,948千円 

概要 ◆会員の減少により会員掛金、団体生命保険取扱手数料が減少しました。 

◆給付事業は前年度並みでしたが、その他事業は減少しました。また、公益文化

事業（講演会・コンサート開催）は、令和 3 年度に 2 年分の実施額を執行した

ため、令和 4 年度は減額しました。 

○支出(同上の経理を除く。)          (単位：千円) 

○収入(退職者医療互助経理、会館経理を除く。) (単位：千円) 

◆アトリウム長岡、高陽荘ともに前年に比べると利

用者数は増加しましたが、コロナウイルス感染症

拡大前に比べると引き続き利用者の大幅な減少

が続いています。また、材料費や光熱水料費の高

騰により営業費が増加しています。 

402,071千円 
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こころの病気の初期サインに気づきましょう！ 

〇予防医学としての睡眠と休養1 

睡眠障害は多くの精神疾患でもっともよく認められる症状の一つです。ただ

し単なる合併症ではありません。例えばうつ病では他の症状に先駆けて不眠が

出現することが多く、うつ病の発症や再発を予見する症状として注目されてい

ます。また長期に持続する不眠によってうつ病へ罹患しやすくなることも知ら

れており「たかが不眠」と放置せず適切に対処する必要があります。 

 

〇うつ病で現れる、こころの症状と体の症状2 

うつ病は、ストレスなど様々な原因により生じる、こころと体の両方の症状からなる病

気です。約 16人に 1人は、一生のうちに一度はうつ病にかかるといわれており、決して

まれな病気ではありません。 

特に軽症のうつ病では、体の症状が目立ち、こころの症状がわかりにくい場合がありま

す。めまい・耳鳴り・頭痛・肩こり・手足のしびれなどで内科などを受診して様々な検査

を繰り返しても体に病気の原因が見つからない場合は、うつ病の可能性があります。   

実際に多くのうつ病の人が、うつ病の症状のためにはじめに受診した診療科が、内科・

産婦人科・脳外科などの精神科以外であることが知られており、自らはこころの症状を治

療の対象となる病気の症状とは気づかないことがあります。内科を受診したうつ病の人の

訴える主な症状は体の症状が多く、なかなかこころの症状について相談を持ちかけないと

いう報告もあります。 

 

〇共済組合のメンタルヘルス関連事業 

 こころの不調に自分自身や家族・同僚が気づくことは大切です。共済組合のメンタルヘ

ルス関連事業をぜひ御利用ください。※詳細は『教職員福利厚生のしおり』を御覧ください。 

 

・こころとからだのセルフチェック 

 

 

 

 

・こころの健康相談窓口 

 組合員からのこころの悩みに関するあらゆる相談に臨床心理士が応じます。 

・管理職のためのメンタルヘルス相談 

  管理職からのメンタルヘルス対策に関する相談を幅広く受け付けます。 

 

【担当】健康管理係 電話 025-283-5170（直通） 

                                                   
1 引用元「厚生労働省ｅ‐ヘルスネット」健やかな眠りの意義 
2 引用元「厚生労働省ｅ‐ヘルスネット」体の不調はうつ病でも現れます。かかりつけ医へ相談してみ

ましょう 

 

 

https://fishbowlindex.jp/psniigata/ https://suimin.fishbowlindex.info/psniigata/ 
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「こころの相談事業」を御利用ください。 

                 

 

 

仕事や家庭のことなど悩みがありましたら、一人で抱え込まずに気軽に御相談ください。 

 

◆ 対象者 

 ① 新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、五泉市、阿賀町にある学校に勤務している方 

 ② 上越市、妙高市、糸魚川市にある学校に勤務している方 

※ 正規職員のほか講師、会計年度任用職員（非常勤講師等）を含みます。 

 

◆ 相談例 

 (本人相談) 

  「よく眠れない」「元気がでない」「職場の人間関係に悩んでいる」等 

 (管理職相談) 

  「メンタル不調かもしれない職員へのフォローやアドバイスをどうしたらいいか」「メン

タル不調で休んでいる職員の職場復帰をどう進めたらよいか」等 

 

◆ 相談方法 

  面接相談 予約制 約 60分 １事例３回まで無料 

 

◆ 場 所 

 ① 新発田地域振興局（新発田市豊町 3-3-2）、新潟地域振興局（新潟市秋葉区新津 4524-1） 

 ② 上越地域振興局（上越市本城町 5-6）、糸魚川地域振興局（糸魚川市南押上 1-15-1） 

 

◆ 申込先 

  日本産業カウンセラー協会上信越支部新潟事務所（9:00～17:45） 

  （電話）０２５－２９０－３８８３ 

  

   

 

 

 

 

 

※ 詳しくはチラシを御覧ください。 

 

 

 

【担当】健康管理係 電話 025-280-5596（直通） 

抱え込まずに、まず相談 「こころの相談事業」を御利用ください。 出張します 

・ お悩みを身近な人へ相談しにくい方 

・ 人事異動などで職場環境にストレスを感じている方 

・ 新任管理職でラインケアにお困りの方 等にお勧めです。 

お気軽に御相談ください！！ 

 

 

5



申込み 日本産業カウンセラー協会上信越支部新潟事務所

本人相談

眠れない、元気がでない、つらい
等のメンタル不調が続く。仕事や
職場の人間関係の悩み。怒りへの
対応。精神疾患による長期休暇か
らの復職への不安etc.

管理職相談

メンタル不調の兆しのある教職員
への対応。精神疾患により長期病
休中の教職員への復職支援。医療
機関との調整支援。学校全体での
チームケア促進支援etc.

担当 産業カウンセラー
川田 裕子、米田 睦美、津寺 美佳

対 象 者

令和５年度

「こころの相談事業」

新潟県教育委員会

こころの健康相談員訪問事業
担当：教育庁福利課健康管理係

お近くの地域振興局に出向きます

県立・市町村立学校の全職員(管理職含む)

①新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、五泉市、阿賀町にある学校に勤務している方
②上越市、妙高市、糸魚川市にある学校に勤務している方

電話 025-290-3883
平日（祝日除く）9:00～17:45

※電話以外での受付はできません。

◆ 相談対象
正規職員（管理職含む）の他、講師、会計
年度任用職員（非常勤講師等）を含む

◆ 相談方法
面接相談 予約制 約60分 １事例３回まで

◆ 会 場
①-1 新発田地域振興局（新発田市豊町3-3-2）
①-2 新潟地域振興局（新潟市秋葉区新津4524-1）
②-1 上越地域振興局（上越市本城町5-6）
②-2 糸魚川地域振興局（糸魚川市南押上1-15-1）

◆ 服 務
各所属の取り扱いに従う。

◆ 申込期限
令和６年２月２９日（木）

相談概要

◆下記の申込先へ電話で、「公立学校職員
こころの相談事業」と告げ、予約してください。
・相談希望日時（第３候補まで）
・希望会場

（①の方は、新発田 又は 秋葉区 ）
（②の方は、 上越 又は 糸魚川 ）

・日中連絡可能な電話番号

◆日程等を調整した後、折返し連絡があります。
（数日かかります）
※キャンセルはやむを得ない場合以外は避けて

ください。また、キャンセルの場合は必ず連絡
を入れてください。

申込み方法

守秘義務厳守
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組
合
員
又
は
互
助
会
員
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
く
だ
さ
い
。

 
※

 
祝
祭
日
や
Ｇ
Ｗ
、
お
盆
、
年
末
年
始
は
お
休
み
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
さ
く
ら
は
、
担
当
に
よ
り
相
談
日
が
異
な
る
た
め
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 
  

年
間
約

3
5

0
～

4
0

0
件
の
相
談
が
あ
り

ま
す
！
気
軽
に
御
利
用
く
だ
さ
い
ね
！

 

公
立
学
校
共
済
組
合
新
潟
支
部

 
心
の
健
康
相
談
・
管
理
職
相
談

 
～
臨
床
心
理
士
に
よ
る
無
料
相
談
で
す
（
心
の
健
康
相
談
は
年
度
５
回
ま
で
）
～
 

新
潟
青
陵
大
学
大
学
院

 

臨
床
心
理
セ
ン
タ
ー

 
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
さ
く
ら

 

 

長
岡
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム

 

 

上
越
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
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本
人
モ
ー
ド

 

家
族
モ
ー
ド

 

ア
ル
コ
ー
ル
チ
ェ
ッ
ク
モ
ー
ド

 

ス
ト

レ
ス

対
処

タ
イ

プ
テ

ス
ト

睡
眠
障
害
を
確
認
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

 

健
康
づ
く
り
の
た
め
の
睡
眠
指
針

 

快
適
な
睡
眠
の
た
め
の
７
か
条

 

メ
タ
ボ
チ
ェ
ッ
ク

 

活
動
量
チ
ェ
ッ
ク

 

引
き
算
ダ
イ
エ
ッ
ト

 

                         

 

 

 
 

 
 

    

  

本
部
に
よ
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談
等

 
※

 公
立
学
校
共
済
組
合
員
及
び
被
扶
養
者
が
対
象
で
す
。

 

直
営
病
院
に
よ
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談
（
面
接
相
談
は
年
度

3
回
ま
で
無
料
（

IC
T
は
年
度
２
回
ま
で
）
）

 
※

 面
接
相
談
の
場
合
、
公
立
学
校
共
済
組
合
員
に
は
交
通
費
の
一
部
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

 
※

 公
立
学
校
共
済
組
合
員
及
び
被
扶
養
者
が
対
象
で
す
。
 

●
 教

職
員
電
話
相
談

2
4 

●
 
We
b相

談
（
こ
こ
ろ
の
相
談
）

 

●
 電

話
・
面
談
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談

 

●
 女

性
医
師
電
話
相
談
（
女
性
疾
患
の
相
談
）

 

●
 介

護
電
話
相
談

 

※
 
支
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
「
組
合
員
専
用
ペ
ー
ジ
」
で

 

詳
細
を
御
確
認
く
だ
さ
い
。

 

h
t
t
ps
:
//
w
ww
.
ko
u
ri
t
u.
o
r.
jp
/
n
ii
g
at
a
/i
n
de
x
.h
t
ml

 

●
 心

の
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム

 

（
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
）

 

h
t
tp
s:
//
ko
ko
ro
no
ke
nk
ou
.j
p/
St
r
es
s/
Lo
gi
nP
or
ta
l.
as
px

 

 

 
関
東
中
央
病
院
 

 面
接
相
談
 
 
 

☎
 
０
３
ー
３
４
２
９
ー
１
５
１
０

 

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
セ
ン
タ
ー
直
通

 

【
予
約
受
付
】
月
～
金
曜
日

8
:3
0
～
1
7
:0
0 

I
CT

相
談
 

関
東
中
央
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
予
約
し
て

く
だ
さ
い
。

 

h
t
t
ps
:
//
w
ww
.
ka
n
to

-
ct
r
-h
sp
.
c
om
/
 

u
n
i
on
/
me
n
ta
l
he
a
lt
h
_o
n
li
ne

-
 
in
f
o.
h
tm
l 

 

 
 

北
陸
中
央
病
院

 
  面
接
相
談
 

☎
 
０
７
６
６
ー
６
７
ー
１
１
５
０

 

「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談
」
と
伝
え
て

 

く
だ
さ
い
。

 

【
予
約
受
付
】
月
～
金
曜
日

1
0:

0
0～

1
7
:
00
 

 

    電
話
相
談
 

☎
 
０
１
２
０
ー
９
６
７
ー
７
４
５

 

【
相
談
日
】
日
曜
日

8
:
30
～

1
2:

0
0、

 

 
 
 
 

 
 
 

 
1
3
:0

0～
16
:
3
0 

【
利
用
時
間
】
１
回

3
0
分
程
度

 

※
予
約
不
要

 

公
立
学
校
共
済
組
合

 
本
部
・
直
営
病
院

 
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談
窓
口

 

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク

 
～
携
帯
・
ス
マ
ホ
・

P
C
か
ら
簡
単
に
チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
す
～

 

【
担
当
】
公
立
学
校
共
済
組
合
新
潟
支
部

 
T
EL

 
02

5
-
28
3
-5

17
0
 

h
tt

p
s
:/

/f
is

h
b

o
w

li
n

d
e
x.

jp
/p

s
n
ii
g
a
ta

/ 
h

tt
p

:/
/f

is
h

b
o
w

li
n

d
e
x.

g
o
b

.j
p

/p
sn

ii
g
a
ta

/ 
h

tt
p

:/
/f

is
h

b
o
w

li
n

d
e
x.

n
e
t/

p
s
n
ii
g
a
ta

/ 

※
 
利
用
料
は
無
料
で
す

 

h
tt

p
s
:/

/f
is

h
b

o
w

li
n

d
e
x.

n
e
t/

p
s
n
ii
g
a
ta

g
/ 

肺
が
ん
ﾁｪ
ｯｸ
 

胃
が
ん
ﾁｪ
ｯｸ
 

大
腸
が
ん
ﾁｪ
ｯｸ
 

乳
が
ん
ﾁｪ
ｯｸ
 

子
宮
が
ん
ﾁｪ
ｯｸ
 

そ
れ
ぞ
れ

1
0
問
以
下
の
質
問
に
回

答
す
る
だ
け
！
今
の
自
分
の
状
態
が

客
観
的
に
分
か
り
ま
す
！

 

食
欲
が
な
い
・
何
を
食
べ
て
も
お
い
し
い
と
感
じ
ら
れ
な
い
・

 

最
近
疲
れ
や
す
い
・
夜
眠
れ
な
い
等
に
お
悩
み
の
方
、

 

心
身
の
調
子
を
崩
す
前
に
、
ま
ず
は
御
相
談
く
だ
さ
い
！
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特定保健指導を受診しましょう！ 

  

定期健康診断や人間ドック、特定健康診査でメタボリックシンドロームやその予備軍と

判定された方は、特定保健指導の対象となります。対象者へ実施の案内を行いますので、

生活習慣の改善に利用しましょう！ 

 

 

 

 

詳しくは令和５年７月３日付け公共新第 105号「特定保健指導の実施について（通知）」

(https://www.kouritu.or.jp/niigata/tetsuduki/tokutei/tokuteihokenshidoumetabo/i

ndex.html)を御覧ください。 

【担当】健康管理係 電話 025-283-5170（直通） 

•ＳＯＭＰＯヘルス
サポート㈱から対
象者全員に利用案
内が送付されます。

ＳＯＭＰＯ

ヘルスサポート㈱

•共済組合に「特定
保健指導利用券等
請求書」を提出し
てください。共済
組合から利用案内
を送付します。

ＲＩＺＡＰ㈱

• 人間ドック受診機関で
受診可能な場合、検診
機関から案内がありま
す。

• 上記以外については、
「特定保健指導利用券
等請求書」を提出して
ください。共済組合か
ら利用券を送付します。

特定保健指導

実施検診機関

～利用方法を選んで実施！～ 
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被扶養者の継続確認に御協力をお願いします 

共済組合の被扶養者として認定されている方が、引き続き「認定要件」を満たしているかの

確認（被扶養者の継続確認）を毎年実施しています。今年も８月～９月に実施しますので、対

象となる被扶養者がいる方は、確認書類の提出をお願いします。 

 

◎被扶養者の収入限度額 

対象者 年額 月額 日額 

60歳以上の方※及び障害年金の支給要件に

該当する程度の障害を有する方 

1,800,000円未満 150,000円未満 5,000円未満 

上記以外の方 1,300,000円未満 108,334円未満 3,612円未満 

※令和５年４月１日から、60歳以上の方は公的年金の受給の有無にかかわらず、収入の限度額 

が年額 180万円未満となりました。（令和５年３月までは、60歳以上の公的年金受給者は年額

180万円。それ以外の方は年額 130万円。） 

 

◎認定要件チェックポイント（例） 

給与収入（パート・アルバイト収入

を含む）がある 

 

〇勤務先の保険証がある 

勤務先から保険証が発行されている場合は、収入にかかわらず取

消となります。 

〇勤務先の保険証はない 

給与（注）の年額が限度額未満の場合でも、３か月連続で月額限

度額を超えた場合は４か月目の初日で取消となります。 

注：手取り額ではなく税込支給額（交通費等の手当も含む）です。 

年金を受給している 非課税の年金（障害年金・遺族年金）も収入に含まれます。また、公

的年金だけでなく、個人年金、財形年金等も含まれます。 

雇用保険又は傷病手当金を受給

している 

雇用保険・傷病手当金は日額で判断します。 

日額が限度額を超えている場合は、取消となります。 

組合員と別居している 別居している被扶養者へ送金が必要（注）です。 

注：被扶養者の全収入（組合員やその他の方からの送金額を含む）

の1/3以上の額を送金していることが必要です。（ただし、配偶者と子

の場合は送金の事実があれば額は問いません。） 

事業・不動産・農業等の収入があ

る 

確定申告書により、収入を確認します（注）。 

注：収入から社会通念上明らかに必要と認められる経費（税法上の必

要経費とは異なる）を控除した額を収入とします。 

被扶養者を配偶者と共同で扶養し

ている 

夫婦双方の年間収入を比較し、その差額が多い方の１割以内である

場合は認定継続できますが、１割を超える場合は配偶者への扶養替

えが必要（注）です。 

注：夫婦ともに公立学校共済組合員である場合を除きます。 

 

◎被扶養者の認定取消となる場合 

被扶養者の認定要件に該当しなくなったときは、その日に遡って被扶養者の取消が必要です。 

 遡及して取り消された場合は、共済組合が負担した医療費を返還していただきます。 

【担当】福祉給付係 電話 025-283-5102 
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【年金 MEMO③】 ねんきん定期便でわかること 

  

前回第２号で年金制度のしくみをお知らせしました。では、自身が将来受け取る年金はいく

らくらいなのでしょうか。そんなときに役立つのが、「ねんきん定期便」です。 

 

１ ねんきん定期便とは 

毎年１回誕生月に、年金制度の加入期間や老齢年金の見込額に関する情報をお知らせするた

めに加入している実施機関（一般組合員は「公立学校共済組合」、短期組合員は「日本年金機

構」）から自宅へ送付されます。お知らせする年齢によって送付形式と記載内容が異なりま

す。 

  ・節目年齢（35歳・45歳・59歳）…節目年齢の誕生月に、封書で送付 

  ・節目年齢以外の方…毎年誕生月に、はがき（圧着はがき）で送付 

 

２ ねんきん定期便の見方 

  ※表示の例は、50歳以上の一般組合員のはがきでのねんきん定期便です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

【ポイント】 

将来受け取る老齢厚生年金は、制度加入期間、その間の標準報酬月額や標準賞与額によって

計算されます。同じ年齢の人でも、加入期間や標準報酬月額等が異なるために、受け取る年金

額が異なるのです。 

年金加入期間： 

基礎年金番号で管理されている各制度の加入期間とその合

計期間が表示されています。 

保険料(掛金)納付状況： 

 直近 13ヶ月の標準報酬月額・賞与額

及び保険料納付額が表示されます。 

年金見込額： ★年齢によって記載内容が異なります。 

50歳以上の方  現在の年金制度加入状況が 60歳まで継続したものと仮定して見込額が表示されています。 

50歳未満の方  作成時までの加入実績に応じた年金額が表示されています。 
 
なお、60歳以上の方ですでに老齢厚生年金が決定している在職中の方は、年金見込額は表示されません。 
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３ 年金の繰上げ受給 

  昭和 36年４月２日以降生まれの方の年金支給開始年齢は 65歳ですが、60歳以上の方は繰

り上げて受給することができます。繰り上げ請求する場合は、次のことに注意が必要です。 

①年金額は繰り上げた月数１か月当たり 0.4％（１年当たり 4.8％）注）が減額され、減額は生涯に 

わたって続きます。 

注）昭和 37年４月１日までに生まれた方は、１か月当たり 0.5％（１年当たり６％）の減額 

②老齢基礎年金、他の実施機関の老齢厚生年金も同時に繰り上げ請求を行う必要があります。 

③在職中であっても請求できますが、給料と調整されて支給停止される場合があります。 

④この制度を利用すると、障害厚生年金の事後重症請求ができなくなります。 

【具体的な計算例】 昭和 37年 4月 2日以降に生まれた方の場合 

  ねんきん定期便に記載されている老齢厚生年金見込額が 1,400,000円、老齢基礎年金の見込額

が 795,000円の人が、62歳から受給する場合、３年間の繰上げで繰上げ月数は 36月となり、

14.4％（0.4％×36月）の減額となります。 

老齢厚生年金 1,400,000円 ×（100-14.4）％ ＝ 1,198,400円 

老齢基礎年金  795,000円 ×（100-14.4）％ ＝  680,520円 

 

４ ３歳未満の子を養育している場合の特例制度 

  将来受け取る厚生年金は、制度加入期間、その間の標準報酬月額等によって計算されると

説明しましたが、育児部分休業や育児短時間勤務中に給与や諸手当の減額などにより、標準

報酬月額（掛金）が低くなる場合があります。その場合、将来受け取る年金額も低くなりま

すが、「３歳未満の子を養育する旨の申出書」を提出することにより、『養育前の標準報酬月

額で将来の年金額が算定され、年金額の減少を防止することができる』特例を受けることが

できます。（男性組合員も対象です。） 

ねんきん定期便では標準報酬月額の増額・減額状況が確認できますので、申出をしていな

かった場合は手続きをしましょう。（２年間に限り、遡って適用できます。） 

4月 5月 6月 ～ 3月 4月 5月 6月 7月 ～ 4月 5月 6月 ～

標準報酬（月額）

掛金算定上

年金の計算上 320,000円

6月10日に子が出生し、翌年の3月31日に育児休業等を終了し、4月1日に職務復帰した場合
　○子の出生前の標準報酬（子が出生した日の前月の標準報酬） ： 340,000円（5月の標準報酬）
　○養育を開始した日 ： 4月1日（育児休業等の終了日の翌日が属する月の初日）
　○養育を終了した日 ： 6月9日（養育している子が3歳に到達した日）

320,000円280,000円（340,000円）※掛金免除

対象期間

△

出生

産前産後休業

・育児休業等

340,000円

△

復帰

△

３歳

復帰3箇月後
の改正

▽

（340,000円）※掛け金免除 340,000円 280,000円 320,000円

【特例】「この出生前の標準報酬」が

標準報酬の月額と見なされます。

子の出生前の

標準報酬

340,000円

 
  申出書様式及び制度説明のリーフレットを公立学校共済組合新潟支部ホームページに掲載しています。

（新潟支部トップページで「様式集：年金関係」と検索） 

 

【担当】年金係 電話 025-283-5101 又は 025-283-5103 
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【今年度の募集期間】 

新潟市立の学校は ８月 18 日（金）から８月 31 日（木）まで 

新潟市立の学校以外の所属は ９月１日（金）から９月８日（金）まで 

 

 

 

 

 

 

 

「①財形貯蓄の新規契約 ②現在の控除・預入金額の変更」の手続きは、 

この期間に行ってください。 

 

 

財形貯蓄の募集が始まります！！ 

 

・退職した場合、氏名変更・住所変更があった場合、育児休業等で中断する場合等

の事由が生じた場合は、契約している金融機関へ速やかに連絡してください。 

金融機関の手続きをしないと、積立金のお知らせ等が届かなくなります。 

 

 

 

・定年延長に伴い、年金財形の積立期間の延長等の変更を希望する場合は、様式２号

「財産形成貯蓄控除預入変更依頼書」の提出が必要になります。 

積立期間の延長ができない場合もあるため、契約している金融機関への確認を必ず

行ってから書類の提出をしてください。 

（控除積立期間の変更は、今回の募集期間のみ可能ですので御注意ください！） 

 

 

・財形を継続する場合、４月以降も給与から控除されます。毎年４月に給与額の減少

により控除できなくなるケースが見受けられます。今のうちに、給与明細書の控除額

の欄を確認してみてはいかがでしょうか。 

４月以降の給与額等と財形貯蓄の控除金額を確認し、必要に応じて金額変更や解約

等の手続をするようお願いします。（控除金額の変更は今回の募集期間のみ可能です。） 

財形貯蓄は氏名変更・住所変更等があった場合は、契約している

金融機関へ届出が必要です！ 

 

 

 

注意！ 

「定年引上げの対象となる職員」で令和６年４月以降、給与額

の減少が見込まれる方へ 

 

【担当】新潟県教育庁 福利課 企画係     025-280-5595 

新潟市教育委員会 教育職員課 福利グループ  025-226-3247 

定年延長に伴い、年金財形の積立期間の延長等の変更ができます！ 
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 教職員互助会では、生命保険の団体取扱事業を行っています！ 

 生命保険の加入を検討している方、現在加入している保険を見直したい方 必見！ 

 指定の保険会社の生命保険をお得に契約することができます。 

                          

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      注）割引率は保険会社・保険商品によって 

                       異なり、割引がない商品もあります。 

                       保険内容や契約に関するお問い合わせ・ 

                       手続は、各保険会社へ御連絡ください。 

                        

 

 

 

 

【担当】互助厚生係 電話 025-283-7511 

新潟支社 TEL：025－241－6661 

●その他に、「プルデンシャル生命保険株式会社（TEL:025-368-7322）」があります。 

＜取扱い保険会社一覧＞ 

・高等学校所属の会員は、契約保険会社に応じて取扱い団体が異なりますので、詳しくは、   

「令和５年度福利厚生のしおり」122頁を御確認ください。 

 

 

新潟支社 TEL：025-290-5192 

第一生命保険株式会社 

新潟支社 TEL：025-243-0612 

アフラック生命保険株式会社    

保険料の支払いは給与天引きで楽々！ 個人払いより数％割引されてお得！   
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